
別紙１

消 費 税 法 基 本 通 達 新 旧 対 照 表

(注)アンダーラインを付した部分は、改正部分である。

改 正 後 改 正 前

（新規開業等した場合の納税義務の免除） （新規開業等した場合の納税義務の免除）

１－４－６ 法第９条第１項本文《小規模事業者 １－４－６ 法第９条第１項本文《小規模事業者

に係る納税義務の免除》の規定の適用があるか に係る納税義務の免除》の規定の適用があるか

どうかは、事業者の基準期間における課税売上 どうかは、事業者の基準期間における課税売上

高が3,000万円以下であるかどうかによって判 高が3,000万円以下であるかどうかによって判

定するのであるから、例えば、新たに開業した 定するのであるから、例えば、新たに開業した

個人事業者（法第10条《相続があった場合の納 個人事業者（法第10条《相続があった場合の納

税義務の免除の特例》の規定の適用を受ける者 税義務の免除の特例》の規定の適用を受ける者

を除く。）又は新たに設立された法人（法第11 を除く。）又は新たに設立された法人（法第11

条第３項若しくは第４項《合併があった場合の 条第３項若しくは第４項《合併があった場合の

納税義務の免除の特例》、第12条第１項若しく 納税義務の免除の特例》、第12条第１項、第２

は第２項《分割等があった場合の納税義務の免 項若しくは第４項《分割があった場合の納税義

除の特例》又は第12条の２《基準期間がない法 務の免除の特例》又は第12条の２《基準期間が

人の納税義務の免除の特例》の規定の適用を受 ない法人の納税義務の免除の特例》の規定の適

ける法人を除く。）のように、当該課税期間に 用を受ける法人を除く。）のように、当該課税

ついて基準期間における課税売上高がない場合 期間について基準期間における課税売上高がな

又は基準期間がない場合には、納税義務が免除 い場合又は基準期間がない場合には、納税義務

されることに留意する。 が免除されることに留意する。

(注) 個人事業者のいわゆる法人成りにより新 (注) 個人事業者のいわゆる法人成りにより新

たに設立された法人であっても、当該個人 たに設立された法人であっても、当該個人

事業者の基準期間における課税売上高は、 事業者の基準期間における課税売上高は、

当該法人の基準期間における課税売上高と 当該法人の基準期間における課税売上高と

はならないのであるから留意する。 はならないのであるから留意する。

（相続があった場合の課税事業者選択届出書の効 （相続があった場合の課税事業者選択届出書の効

力等） 力等）

１－４－12 （省 略） １－４－12 （同 左）

(1) 被相続人が提出した課税事業者選択届出書 (1) 被相続人が提出した課税事業者選択届出書

の効力は、相続により当該被相続人の事業を の効力は、相続により当該被相続人の事業を

承継した相続人には及ばない。したがって、 承継した相続人には及ばないから、当該相続

当該相続人が法第９条第４項の規定の適用を 人が同項の規定の適用を受けようとするとき



改 正 後 改 正 前

受けようとするときは、新たに課税事業者選 は、新たに課税事業者選択届出書を提出しな

択届出書を提出しなければならない。 ければならない。

(2) 事業を営んでいない相続人が相続により被 (2) 事業を営んでいない相続人が相続により被

相続人の事業を承継した場合又は個人事業者 相続人の事業を承継した場合又は個人事業者

である相続人が相続により法第９条第４項の である相続人が相続により法第９条第４項の

規定の適用を受けていた被相続人の事業を承 規定の適用を受けていた被相続人の事業を承

継した場合において、当該相続人が相続があ 継した場合において、当該相続人が相続があ

った日の属する課税期間中に課税事業者選択 った日の属する課税期間中に課税事業者選択

届出書を提出したときは、当該課税期間は、 届出書を提出したときは、当該課税期間は、

令第20条第１号《事業を開始した日の属する 令第20条第１号《事業を開始した日の属する

課税期間》又は第２号《相続があった日の属 課税期間》又は第２号《相続に係る課税期

する課税期間》に規定する課税期間に該当 間》に規定する課税期間に該当する。

する。 (注) 法第19条第１項第３号《課税期間の特

例》及び第37条第１項《中小事業者の仕

入れに係る消費税額の控除の特例》の規

定の適用についても同様である。

（合併があった場合の課税事業者選択届出書の効 （合併があった場合の課税事業者選択届出書の効

力等） 力等）

１－４－13 （省 略） １－４－13 （同 左）

(1) 被合併法人が提出した課税事業者選択届出 (1) 被合併法人が提出した課税事業者選択届出

書の効力は、法第11条第１項《吸収合併があ 書の効力は、法第11条第１項《吸収合併があ

った場合の納税義務の免除の特例》又は第３ った場合の納税義務の免除の特例》又は第３

項《新設合併があった場合の納税義務の免除 項《新設合併があった場合の納税義務の免除

の特例》に規定する合併により当該被合併法 の特例》に規定する合併により当該被合併法

人の事業を承継した合併法人には及ばない。 人の事業を承継した合併法人には及ばないか

したがって、当該合併法人が法第９条第４項 ら、当該合併法人が同項の規定の適用を受け

の規定の適用を受けようとするときは、新た ようとするときは、新たに課税事業者選択届

に課税事業者選択届出書を提出しなければな 出書を提出しなければならない。

らない。

(2) 法人が、合併（法第11条第３項に規定する (2) 法人が、合併（法第11条第３項に規定する

合併をいう。）によりその事業を承継した場 合併をいう。）によりその事業を承継した場

合又は合併（法第11条第１項に規定する合併 合又は合併（法第11条第１項に規定する合併

をいう。）により法第９条第４項の規定の適 をいう。）により法第９条第４項の規定の適

用を受けていた被合併法人の事業を承継した 用を受けていた被合併法人の事業を承継した

場合において、当該法人が合併があった日の 場合において、当該法人が合併があった日の



改 正 後 改 正 前

属する課税期間中に課税事業者選択届出書を 属する課税期間中に課税事業者選択届出書を

提出したときは、当該課税期間は、令第20条 提出したときは、当該課税期間は、令第20条

第１号《事業を開始した日の属する課税期 第１号《事業を開始した日の属する課税期

間》又は第３号《合併があった日の属する課 間》又は第３号《合併をした日の属する課税

税期間》に規定する課税期間に該当する。 期間》に規定する課税期間に該当する。

(注) 法第19条第１項第４号《課税期間の特

例》及び第37条第１項《中小事業者の仕

入れに係る消費税額の控除の特例》の規

定の適用についても同様である。

（分割があった場合の課税事業者選択届出書の効 （新 設）

力等）

１－４－13の２ 分割があった場合における法第

９条第４項《課税事業者の選択》の規定の適用

は、次のようになるのであるから留意する。

(1) 分割法人が提出した課税事業者選択届出書

の効力は、分割により当該分割法人の事業を

承継した分割承継法人には及ばない。したが

って、当該分割承継法人が法第９条第４項の

規定の適用を受けようとするときは、新たに

課税事業者選択届出書を提出しなければなら

ない。

(注) 法第12条第７項第２号又は第３号《分

割等の意義》に該当する分割等により新

設分割親法人の事業を引き継いだ新設分

割子法人についても同様である。

(2) 法人が、新設分割によりその事業を承継し

た場合又は吸収分割により法第９条第４項の

規定の適用を受けていた分割法人の事業を承

継した場合において、当該法人が新設分割又

は吸収分割があった日の属する課税期間中に

課税事業者選択届出書を提出したときは、当

該課税期間は、令第20条第１号《事業を開始

した日の属する課税期間》又は第４号《吸収

分割があった日の属する課税期間》に規定す

る課税期間に該当する。



改 正 後 改 正 前

（合併があった場合の納税義務） （合併があった場合の納税義務）

１－５－６ （省 略） １－５－６ （同 左）

(1) 合併があった日の属する事業年度において (1) 合併があった日の属する事業年度において

は、合併法人の基準期間における課税売上高 は、合併法人又は各被合併法人の基準期間に

又は各被合併法人の当該基準期間に対応する おける課税売上高のうちいずれかが3,000万

期間における課税売上高のうちいずれかが 円を超える場合

3,000万円を超える場合

(注) 合併法人の基準期間における課税売上 (注) 合併法人の基準期間における課税売上

高が3,000万円以下であっても被合併法 高が3,000万円以下であっても被合併法

人の当該基準期間に対応する期間におけ 人の基準期間における課税売上高が

る課税売上高が3,000万円を超える場合 3,000万円を超える場合には、当該合併

には、当該合併法人の当該合併があった 法人の当該合併があった日から当該合併

日から当該合併があった日の属する事業 事業年度終了の日までの間における課税

年度終了の日までの間における課税資産 資産の譲渡等について納税義務が免除さ

の譲渡等について納税義務が免除されな れない。

い。

(2) （省 略） (2) （同 左）

（分割等があった場合の納税義務） （新 設）

１－５－６の２ 法第12条第１項から第６項まで

《分割等があった場合の納税義務の免除の特

例》の規定の趣旨は、次のとおりであるから留

意する。

(1) 分割等があった日の属する事業年度及び当

該事業年度の翌事業年度

イ 新設分割子法人の納税義務

新設分割子法人の基準期間に対応する期

間における各新設分割親法人の課税売上高

のうちいずれかが3,000万円を超える場合

は、納税義務が免除されない。

ロ 新設分割親法人の納税義務

新設分割親法人の基準期間における課税

売上高によって判定する。

(2) 分割等（新設分割親法人が一の場合に限

る。）があった日の属する事業年度の翌々事

業年度以後



改 正 後 改 正 前

イ 新設分割子法人の納税義務

新設分割子法人が特定要件（法第12条第

３項《特定要件の意義》に規定する特定要

件をいう。以下同じ。）に該当し、かつ、

新設分割子法人の基準期間における課税売

上高と当該新設分割子法人の基準期間に対

応する期間における新設分割親法人の課税

売上高との合計額が3,000万円を超える場

合は、納税義務が免除されない。

ロ 新設分割親法人の納税義務

新設分割子法人が特定要件に該当し、か

つ、新設分割親法人の基準期間における課

税売上高と当該新設分割親法人の基準期間

に対応する期間における新設分割子法人の

課税売上高との合計額が3,000万円を超え

る場合は、納税義務が免除されない。

(3) 吸収分割があった日の属する事業年度及び

当該事業年度の翌事業年度

イ 分割承継法人

分割承継法人の基準期間における課税売

上高又は当該分割承継法人の基準期間に対

応する期間における各分割法人の課税売上

高のうちいずれかが3,000万円を超える場

合は、納税義務が免除されない。

ロ 分割法人

分割法人の基準期間における課税売上高

によって判定する。

(4) 吸収分割があった日の属する事業年度の翌

々事業年度以後

イ 分割承継法人

分割承継法人の基準期間における課税売

上高によって判定する。

ロ 分割法人

分割法人の基準期間における課税売上高

によって判定する。



改 正 後 改 正 前

（合併があった日） （合併があった日）

１－５－７ 法第11条第１項又は第３項《合併が １－５－７ 法第11条第１項《合併があった場合

あった場合の納税義務の免除の特例》に規定す の納税義務の免除の特例》に規定する「合併が

る「合併があった日」とは、合併契約書におい あった日」とは、合併法人については合併契約

て合併期日として定めた日をいうものとする。 において合併期日として定めた日をいうものと

し、被合併法人については当該合併期日として

定めた日の前日をいうものとする。

（削 除） （設立の日）

１－５－８ 法第11条第３項《合併があった場合

の納税義務の免除の特例》又は第12条第１項

《分割があった場合の納税義務の免除の特例》

に規定する「設立の日」は、設立の登記により

成立する法人にあっては設立登記をした日、行

政官庁の認可又は許可によって成立する法人に

あってはその認可又は許可の日とする。

（分割等があった日） （分割をした日）

１－５－９ 法第12条第１項《分割等があった場 １－５－９ 法第12条第１項《分割があった場合

合の納税義務の免除の特例》に規定する「分割 の納税義務の免除の特例》に規定する「分割を

等があった日」とは、次に掲げる場合の区分に した日」は、同項に規定する分割子法人の設立

応じ、それぞれ次の日とする。 の日とする。

(1) 当該分割等が法第12条第７項第１号《分割

等の意義》に該当する場合 分割計画書に

おいて分割期日として定めた日

(2) 当該分割等が法第12条第７項第２号《分割

等の意義》に該当する場合 同条第１項に

規定する新設分割子法人の設立の登記の日

(3) 当該分割等が法第12条第７項第３号《分割

等の意義》に該当する場合 同号の契約に

基づく金銭以外の資産の譲渡が行われた日

（吸収分割があった日） （新 設）

１－５－10 法第12条第５項《吸収分割があった

場合の納税義務の免除の特例》に規定する「吸

収分割があった日」とは、分割契約書において



改 正 後 改 正 前

分割期日として定めた日をいうものとする。

（削 除） （現物出資に代えて金銭出資により設立した法人

に資産を譲渡した場合の法第12条の適用関係）

１－５－11 法人が新たに法人を設立するため現

物出資をすることに代えて金銭を出資し、その

所有する金銭以外の資産をその新たに設立され

た法人（以下１－５－11において「子法人」と

いう。）に対してその設立後に譲渡した場合に

おいて、その出資、当該資産の譲渡及び事業の

引継ぎが、次のすべてに該当するときは、当該

資産の譲渡、当該法人及び当該子法人をそれぞ

れ法第12条第１項《分割があった場合の納税義

務の免除の特例》に規定する分割、分割親法人

（法第12条第１項《分割があった場合の納税義

務の免除の特例》に規定する「分割親法人」を

いう。以下１－５－14までにおいて同じ。）及

び分割子法人（法第12条第１項《分割があった

場合の納税義務の免除の特例》に規定する「分

割子法人」をいう。以下１－５－14までにおい

て同じ。）として同条の規定を適用する。な

お、この場合の同項に規定する「分割をした

日」とは、１－５－９にかかわらず、当該資産

の譲渡が行われた日をいうものとする。

(1) 当該法人が当該子法人の設立の時における

発行済株式の総数又は出資金額の全額を有す

ること。

(2) 当該資産の譲渡がその出資の時においてあ

らかじめ予定されていたものであり、かつ、

当該子法人の設立後遅滞なく一時に行われる

こと。

(3) 当該子法人に事業の全部又は一部を引き継

ぐこと。



改 正 後 改 正 前

（削 除） （分割親法人の分割の翌事業年度の納税義務の判

定）

１－５－12 分割親法人の分割をした日の属する

課税期間の翌課税期間について納税義務が免除

されるかどうかは、分割親法人の当該翌課税期

間の基準期間における課税売上高によって判定

するのであるから留意する。

（株式等の所有割合に異動があった場合の適用関 （株式等の所有割合に異動があった場合の適用関

係） 係）

１－５－13 法第12条第１項《分割等があった場 １－５－13 法第12条第１項《分割があった場合

合の納税義務の免除の特例》に規定する新設分 の納税義務の免除の特例》に規定する分割子法

割子法人又は新設分割親法人のその課税期間に 人又は分割親法人のその課税期間について同条

ついて同条第３項又は第４項《分割等があった 第２項若しくは第４項又は第３項若しくは第５

場合の納税義務の免除の不適用》の規定の適用 項《分割があった場合の納税義務の免除の不適

があるかどうかを判定する場合において、特定 用》の規定の適用があるかどうかを判定する場

要件に該当するかどうかは、当該課税期間の基 合において、同条第６項各号《特定要件の意

準期間の末日の現況による。したがって、例え 義》に規定する特定要件のすべてに該当するか

ば、新設分割親法人が新設分割子法人の株式を どうかは、当該課税期間の基準期間の末日（当

譲渡し、いったん特定要件に該当しないことと 該分割が当該課税期間の開始の日の１年前の日

なった場合であっても、その後再び株式を取得 の前日以後に行われた場合には、当該課税期間

することにより、その課税期間の基準期間の末 の開始の日の前日）の現況によるのであるか

日において特定要件に該当することとなったと ら、例えば、分割親法人が分割子法人の株式を

きは、同条第３項又は第４項の規定の適用があ 譲渡し、いったん同項第１号《特定要件の意

るのであるから留意する。 義》に規定する株式所有の要件を欠くこととな

った場合であっても、その後再び株式を取得す

ることにより、その課税期間の基準期間の末日

において同号の要件を満たすこととなったとき

は、同条第２項若しくは第４項又は第３項若し

くは第５項の規定の適用があるのであるから留

意する。
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（削 除） （分割子法人の事業が分割親法人の事業と同種の

ものであること）

１－５－14 法第12条第６項第２号《特定要件の

意義》に規定する「事業の…相当部分が当該分

割親法人の行う事業と同種のものであること」

とは、分割親法人の行う事業の種類につき日本

標準産業分類（総務庁）の中分類に掲げる分類

を基準に判定し、かつ、分割子法人の基準期間

における課税売上高（当該分割が、判定すべき

事業年度開始の日の１年前の日の前日から当該

事業年度開始の日の前日までの間に行われた場

合には、当該事業年度開始の日の前日の属する

事業年度の課税売上高とする。）のうちに当該

分割親法人の行う事業と同種の事業に係る当該

分割子法人の基準期間中の課税売上高（当該分

割が、判定すべき事業年度開始の日の１年前の

日の前日から当該事業年度開始の日の前日まで

の間に行われた場合には、当該事業年度開始の

日の前日の属する事業年度の課税売上高とす

る。）の占める割合がおおむね100分の50を超

える場合をいうものとする。

この場合において、その事業年度の開始の日

の２年前の日の前日から当該事業年度の開始の

日の前日までに課税売上高がないときは、当該

事業年度の開始の日の前日における定款等の定

めに基づいて、分割子法人の行う事業と分割親

法人の行う事業の当該中分類が同種であるかど

うかを判定するものとする。

（法第11条又は第12条と第12条の２の適用関係） （法第11条又は第12条と第12条の２の適用関係）

１－５－17 合併又は分割等により設立された法 １－５－17 合併又は分割により設立された法人

人については、法第11条《合併があった場合の については、法第11条《合併があった場合の納

納税義務の免除の特例》又は第12条《分割等が 税義務の免除の特例》又は第12条《分割があっ

あった場合の納税義務の免除の特例》の規定が た場合の納税義務の免除の特例》の規定が適用

適用されない場合であっても、基準期間がない されない場合であっても、基準期間がない課税

課税期間については、法第12条の２《基準期間 期間については、法第12条の２《基準期間がな
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がない法人の納税義務の免除の特例》の規定に い法人の納税義務の免除の特例》の規定により

より納税義務の有無を判定する必要があること 納税義務の有無を判定する必要があることに留

に留意する。 意する。

（新設法人の３年目以後の取扱い） （新設法人の３年目以後の取扱い）

１－５－18 法第12条の２《基準期間がない法人 １－５－18 法第12条の２《基準期間がない法人

の納税義務の免除の特例》の規定は、基準期間 の納税義務の免除の特例》の規定は、基準期間

がない法人について適用されるのであるから、 がない法人について適用されるのであるから、

資本又は出資の金額が1,000万円以上である法 資本又は出資の金額が1,000万円以上である法

人であっても、基準期間ができた以後の課税期 人であっても、基準期間ができた以後の課税期

間における納税義務の有無の判定は、法第９条 間における納税義務の有無の判定は、法第９条

第１項《小規模事業者に係る納税義務の免除》 第１項《小規模事業者に係る納税義務の免除》

の規定によることとなるのであるから留意す の規定によることとなるのであるから留意す

る。 る。

(注) 当該法人が、合併又は分割等により設立 (注) 当該法人が、合併又は分割により設立さ

された法人である場合には、基準期間がで れた法人である場合には、基準期間ができ

きた以後の課税期間における納税義務の有 た以後の課税期間における納税義務の有無

無の判定は、法第９条第１項の規定による の判定は、法第11条《合併があった場合の

ほか法第11条《合併があった場合の納税義 納税義務の免除の特例》又は第12条《分割

務の免除の特例》又は第12条《分割等があ があった場合の納税義務の免除の特例》の

った場合の納税義務の免除の特例》の規定 規定によることとなるのであるから留意す

によることとなるのであるから留意する。 る。

（個人事業者の開業に係る課税期間の開始の日） （個人事業者の開業に係る課税期間の開始の日）

３－１－１ 個人が新たに事業を開始した場合に ３－１－１ 個人が新たに事業を開始した場合に

おける最初の課税期間の開始の日は、その事業 おける最初の課税期間の開始の日は、その事業

を開始した日がいつであるかにかかわらず、そ を開始した日がいつであるかにかかわらず、そ

の年の１月１日となることに留意する。 の年の１月１日となることに留意する。

(注) 法第９条第１項本文《小規模事業者に係

る納税義務の免除》の規定により消費税を

納める義務が免除される個人事業者が、法

第10条第１項《相続があった場合の納税義

務の免除の特例》の規定により、その課税

期間の中途において法第９条第１項本文の

規定の適用を受けないこととなった場合に

は、その適用を受けないこととなった日か
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ら同日の属する課税期間の末日までの期間

を一の課税期間とみなして、法第30条《仕

入れに係る消費税額の控除》及び第32条

《仕入れに係る対価の返還等を受けた場合

の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の

規定を適用することとなるのであるから留

意する。

（新たに設立された法人の最初の課税期間開始の （法人の設立後最初の課税期間の開始の日）

日）

３－２－１ 新たに設立された法人の最初の課税 ３－２－１ 法人の設立後の最初の課税期間の開

期間開始の日は、法人の設立形態等に応じ、そ 始の日は、法人の設立の日となることに留意す

れぞれ次の日となることに留意する。 る。

(1) 設立の登記により成立する法人（(3)及び (注) 法第９条第１項本文《小規模事業者に係

(4)の場合を除く。） 設立の登記をした日 る納税義務の免除》の規定により消費税を

(2) 行政官庁の認可又は許可によって成立する 納める義務が免除される法人が、法第11条

法人 その認可又は許可の日 第１項《合併があった場合の納税義務の免

(3) 合併により設立された法人 合併契約書 除の特例》の規定により、その課税期間の

において合併期日として定めた日 中途において法第９条第１項本文の規定の

(4) 分割により設立された法人 分割計画書 適用を受けないこととなった場合には、そ

において分割期日として定めた日 の適用を受けないこととなった日から同日

の属する課税期間の末日までの期間を一の

課税期間とみなして、法第30条《仕入れに

係る消費税額の控除》及び第32条《仕入れ

に係る対価の返還等を受けた場合の仕入れ

に係る消費税額の控除の特例》の規定を適

用することとなるのであるから留意する。

（課税期間の特例適用法人等が解散した場合の課 （課税期間の特例適用法人等が解散した場合の課

税期間） 税期間）

３－２－３ 法第19条第１項第４号《課税期間の ３－２－３ 法第19条第１項第４号《課税期間の

特例》の規定の適用を受けている法法第２条第 特例》の規定の適用を受けている法法第２条第

７号又は第９号《協同組合等の意義》に規定す ７号又は第９号《協同組合等の意義》に規定す

る協同組合等又は普通法人が課税期間の中途に る協同組合等又は普通法人が課税期間の中途に

おいて解散した場合には、当該解散した協同組 おいて解散した場合には、当該解散した協同組

合等又は普通法人の課税期間の末日は解散の日 合等又は普通法人の課税期間の末日は解散の日
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となることに留意する。この場合において、当 となることに留意する。この場合において、当

該課税期間の翌課税期間は、同法第14条第１号 該課税期間の翌課税期間は、同法第14条第１号

《解散の場合のみなし事業年度》に規定する解 《解散の場合のみなし事業年度》に規定する解

散の日の翌日からその事業年度の末日（同日ま 散の日の翌日からその事業年度の末日（同日ま

でに残余財産が確定した場合は、その確定した でに残余財産が確定した場合は、その確定した

日）までの期間となり、その期間が３月を超え 日）までの期間となり、その期間が３月を超え

る場合は３月ごとに区分した各期間（最後に３ る場合は３月ごとに区分した各期間（最後に３

月未満の期間を生じたときは、その３月未満の 月未満の期間を生じたときは、その３月未満の

期間）となる。 期間）となる。

(注)１ 内国法人である協同組合等若しくは普 (注)１ 内国法人である協同組合等若しくは普

通法人が法法第14条第５号《継続》に掲 通法人が法法第14条第４号《継続》に掲

げる場合又は外国法人が同条第６号若し げる場合又は外国法人が同条第５号若し

くは第７号《みなし事業年度》に掲げる くは第６号《みなし事業年度》に掲げる

場合に該当し、当該各号に掲げる期間を 場合に該当し、当該各号に掲げる期間を

それぞれ当該法人の事業年度とみなされ それぞれ当該法人の事業年度とみなされ

た場合においても同様である。 た場合においても同様である。

２ （省 略） ２ （同 左）

（課税期間特例選択届出書の効力） （課税期間特例選択届出書の効力）

３－３－１ 法第19条第１項第３号又は第４号 ３－３－１ 法第19条第１項第３号又は第４号

《課税期間の特例》に規定する届出書（以下３ 《課税期間の特例》に規定する届出書（以下３

－３－４までにおいて「課税期間特例選択届出 －３－１において「課税期間特例選択届出書」

書」という。）を提出して課税期間の特例制度 という。）を提出して課税期間の特例制度を適

を適用している事業者は、その課税期間の基準 用している事業者は、その課税期間の基準期間

期間における課税売上高が3,000万円以下とな における課税売上高が3,000万円以下となった

ったことにより、免税事業者となった場合にお ことにより、免税事業者となった場合において

いても、同条第３項《課税期間の特例の選択不 も、同条第３項《課税期間の特例の選択不適

適用》に規定する届出書を提出した場合を除 用》に規定する届出書を提出した場合を除き、

き、課税期間特例選択届出書の効力は失われな 課税期間特例選択届出書の効力は失われないの

いのであるから留意する。 であるから留意する。

（相続があった場合の課税期間特例選択届出書の （新 設）

効力等）

３－３－２ 相続があった場合における法第19条

第１項第３号《課税期間の特例》の規定の適用

は、次のようになるのであるから留意する。
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(1) 被相続人が提出した課税期間特例選択届出

書の効力は、相続により当該被相続人の事業

を承継した相続人には及ばない。したがっ

て、当該相続人が法第19条第１項第３号の規

定の適用を受けようとするときは、新たに課

税期間特例選択届出書を提出しなければなら

ない。

(2) 事業を営んでいない相続人が相続により被

相続人の事業を承継した場合又は個人事業者

である相続人が相続により法第19条第１項第

３号の規定の適用を受けていた被相続人の事

業を承継した場合において、当該相続人が相

続があった日の属する期間（法第19条第１項

第３号に定める期間をいう。以下３－３－２

において同じ。）中に課税期間特例選択届出

書を提出したときは、当該期間は、令第41条

第１号《事業を開始した日の属する期間》又

は第２号《相続があった日の属する期間》に

規定する期間に該当する。

（合併があった場合の課税期間特例選択届出書の （新 設）

効力等）

３－３－３ 合併があった場合における法第19条

第１項第４号《課税期間の特例》の規定の適用

は、次のようになるのであるから留意する。

(1) 被合併法人が提出した課税期間特例選択届

出書の効力は、法第11条第１項《吸収合併が

あった場合の納税義務の免除の特例》又は第

３項《新設合併があった場合の納税義務の免

除の特例》に規定する合併により当該被合併

法人の事業を承継した合併法人には及ばな

い。したがって、当該合併法人が法第19条第

１項第４号の規定の適用を受けようとすると

きは、新たに課税期間特例選択届出書を提出

しなければならない。

(2) 法人が、合併（法第11条第３項に規定する
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合併をいう。）によりその事業を承継した場

合又は合併（法第11条第１項に規定する合併

をいう。）により法第19条第１項第４号の規

定の適用を受けていた被合併法人の事業を承

継した場合において、当該法人が合併があっ

た日の属する期間（法第19条第１項第４号に

定める期間をいう。以下３－３－４までにお

いて同じ。）中に課税期間特例選択届出書を

提出したときは、当該期間は、令第41条第１

号《事業を開始した日の属する期間》又は第

３号《合併があった日の属する期間》に規定

する期間に該当する。

（分割があった場合の課税期間特例選択届出書の （新 設）

効力等）

３－３－４ 分割があった場合における法第19条

第１項第４号《課税期間の特例》の規定の適用

は、次のようになるのであるから留意する。

(1) 分割法人が提出した課税期間特例選択届出

書の効力は、分割により当該分割法人の事業

を承継した分割承継法人には及ばない。した

がって、当該分割承継法人が法第19条第１項

第４号の規定の適用を受けようとするとき

は、新たに課税期間特例選択届出書を提出し

なければならない。

(注) 法第12条第７項第２号又は第３号《分

割等の意義》に該当する分割等により新

設分割親法人の事業を引き継いだ新設分

割子法人についても同様である。

(2) 法人が、新設分割によりその事業を承継し

た場合又は吸収分割により法第19条第１項第

４号の規定の適用を受けていた分割法人の事

業を承継した場合において、当該法人が新設

分割又は吸収分割があった日の属する期間中

に課税期間特例選択届出書を提出したとき

は、当該期間は、令第41条第１号《事業を開
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始した日の属する期間》又は第４号《吸収分

割があった日の属する期間》に規定する期間

に該当する。

（信託契約に基づき財産を信託会社に移転する行 （信託契約に基づき財産を信託会社に移転する行

為等） 為）

４－２－１ 信託契約に基づき、事業者である委 ４－２－１ 信託契約に基づき、事業者である委

託者がその財産を信託会社に移転する行為又は 託者がその財産を信託会社に移転する行為又は

信託会社が当該委託者又は当該信託契約に係る 信託会社が当該委託者に信託財産を移転する行

受益者に信託財産を移転する行為は、原則とし 為は、原則として、資産の譲渡等には該当しな

て、資産の譲渡等には該当しない。 い。

（注）事業者が事業として行う令第２条第１項 （注）事業者が事業として行う令第２条第１項

第３号及び第４号《資産の譲渡等の範囲》 第３号《資産の譲渡等の範囲》に定める行

に定める行為は、資産の譲渡等に該当する 為は、資産の譲渡等に該当することに留意

ことに留意する。 する。

（金銭以外の資産の出資の範囲） （金銭以外の資産の出資の範囲）

５－１－６ 令第２条第１項第２号《金銭以外の ５－１－６ 令第２条第１項第２号《金銭以外の

資産の出資》に規定する「金銭以外の資産の出 資産の出資》に規定する「金銭以外の資産の出

資」には、法第12条第７項第３号《分割等の意 資」には、１－５－11に規定する金銭出資によ

義》に該当する金銭出資により設立した法人に り設立した法人に金銭以外の資産を譲渡する形

同号の契約に基づく金銭以外の資産を譲渡する 態により行われるもの（以下「変態現物出資」

形態により行われるものは含まれないのである という。）は含まれないのであるから留意す

から留意する。 る。

したがって、この場合における当該金銭以外 したがって、変態現物出資における金銭以外

の資産の譲渡に係る対価の額は、当該譲渡につ の資産の譲渡に係る対価の額は、当該譲渡につ

いて現実に対価として収受し、又は収受すべき いて現実に対価として収受し、又は収受すべき

金額となる。 金額となる。

（非課税の対象となる有価証券等の範囲） （非課税の対象となる有価証券等の範囲）

６－２－１ （省 略） ６－２－１ （同 左）

(1) （省 略） (1) （同 左）

イ～ロ （省 略） イ～ロ （同 左）

ハ 農林中央金庫の発行する農林債券その他 ハ 農林中央金庫の発行する農林債券その他

の特別の法律により法人の発行する債券 の特別の法律により法人の発行する債券

（ニ及びルに掲げるものを除く。） （ニに掲げるものを除く。）
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ニ 資産の流動化に関する法律（以下６－２ ニ 特定目的会社による特定資産の流動化に

－１及び６－２－１の３において「資産流 関する法律（以下６－２－１及び６－２－

動化法」という。）に規定する特定社債券 １の３において「ＳＰＣ法」という。）に

規定する特定社債券

ホ～ト （省 略） ホ～ト （同 左）

チ 資産流動化法に規定する優先出資証券 チ ＳＰＣ法に規定する優先出資証券

（単位未満優先出資証券を含む。以下６－

２－１において同じ。）又は新優先出資引

受権を表示する証券

リ （省 略） リ （同 左）

ヌ 投資信託及び投資法人に関する法律（以 ヌ 証券投資信託及び証券投資法人に関する

下６－２－１において「投資信託法」とい 法律（以下６－２－１において「証券投資

う。）に規定する投資信託又は外国投資信 法」という。）に規定する証券投資信託又

託の受益証券 は外国証券投資信託の受益証券

ル 投資信託法に規定する投資証券若しくは ル 証券投資法に規定する投資証券又は外国

投資法人債券又は外国投資証券 投資証券

ヲ （省 略） ヲ （同 左）

ワ 資産流動化法に規定する特定目的信託の

受益証券

カ コマーシャルペーパー（証券取引法第２ ワ コマーシャルペーパー（証券取引法第２

条に規定する定義に関する省令第１条《証 条に規定する定義に関する省令第１条《証

券取引法の有価証券》に規定するコマーシ 券取引法の有価証券》に規定するコマーシ

ャルペーパー（以下「ＣＰ」という。）） ャルペーパー（以下「ＣＰ」という。））

ヨ 外国債、海外ＣＰなど外国又は外国法人 カ 外国債、海外ＣＰなど外国又は外国法人

の発行する証券又は証書でイからリまで又 の発行する証券又は証書でイからリまで又

はヲからカまでの性質を有するもの はヲ若しくはワの性質を有するもの

タ 外国法人の発行する証券又は証書で銀行 ヨ 外国法人の発行する証券又は証書で銀行

業を営む者その他の金銭の貸付けを業とし 業を営む者その他の金銭の貸付けを業とし

て行う者の貸付債権を信託する信託の受益 て行う者の貸付債権を信託する信託の受益

権又はこれに類する権利を表示するもの 権又はこれに類する権利を表示するもの

レ オプションを表示する証券又は証書 タ オプションを表示する証券又は証書

ソ 預託証券 レ 預託証券

ツ 譲渡性預金（払戻しについて期限の定め ソ 譲渡性預金（払戻しについて期限の定め

がある預金で、指名債権でないもの）の預 がある預金で、指名債権でないもの）の預

金証書のうち外国法人が発行するもの 金証書のうち外国法人が発行するもの

(2) （省 略） (2) （同 左）
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イ (1)イからタまでに掲げる有価証券に表示 イ (1)イからヨまでに掲げる有価証券に表示

されるべき権利で有価証券が発行されてい されるべき権利で有価証券が発行されてい

ないもの ないもの

ロ 株式の引受けによる権利及び優先出資 ロ 株式の引受けによる権利並びに優先出資

法、資産流動化法又は特定目的会社による 法及びＳＰＣ法の規定による優先出資の引

特定資産の流動化に関する法律等の一部を 受けによる権利

改正する法律第１条《特定目的会社による

特定資産の流動化に関する法律の一部改

正》の規定による改正前の特定目的会社に

よる特定資産の流動化に関する法律（以下

６－２－１及び６－２－１の３において

「旧資産流動化法」という。）の規定によ

る優先出資の引受けによる権利

ハ～ホ （省 略） ハ～ホ （同 左）

（注）１ （省 略） （注）１ （同 左）

２ (2)イには、例えば、令第１条第２ ２ (2)イには、例えば、令第１条第２

項第３号《登録国債等の範囲》に規 項第３号《登録国債等の範囲》に規

定する登録国債等、株券の発行がな 定する登録国債等、株券の発行がな

い株式、新株引受権、優先出資法又 い株式、新株引受権、優先出資法及

は資産流動化法に規定する優先出資 びＳＰＣ法に規定する優先出資証券

証券の発行がない優先出資、優先出 の発行がない優先出資、優先出資法

資法に規定する優先出資引受権及び に規定する優先出資引受権並びに証

証券投資法に規定する投資証券の発 券投資法に規定する投資証券の発行

行がない投資口が該当する。 がない投資口が該当する。

（協同組織金融機関の優先出資に関する法律又は （協同組織金融機関の優先出資に関する法律及び

資産の流動化に関する法律の規定による優先出資 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法

の引受けによる権利の意義） 律の規定による優先出資の引受けによる権利の意

義）

６－２－１の３ 令第９条第１項第２号《有価証 ６－２－１の３ 令第９条第１項第２号《有価証

券に類するものの範囲等》に規定する「協同組 券に類するものの範囲等》に規定する「協同組

織金融機関の優先出資に関する法律、資産の流 織金融機関の優先出資に関する法律及び特定目

動化に関する法律又は特定目的会社による特定 的会社による特定資産の流動化に関する法律の

資産の流動化に関する法律等の一部を改正する 規定による優先出資の引受けによる権利」と

法律第１条《特定目的会社による資産の流動化 は、優先出資の申込みに対する割当てがあった

に関する法律の一部改正》の規定による改正前 日の翌日から、優先出資法の規定による優先出
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の特定目的会社による特定資産の流動化に関す 資の引受けによる権利にあってはその払込期日

る法律の規定による優先出資の引受けによる権 まで、ＳＰＣ法の規定による優先出資の引受け

利」とは、優先出資の申込みに対する割当てが による権利にあってはその優先出資の発行に係

あった日の翌日から、優先出資法の規定による る事項の登記の日の前日までの間における優先

優先出資の引受けによる権利にあってはその払 出資者の地位をいう。

込期日まで、資産流動化法又は旧資産流動化法

の規定による優先出資の引受けによる権利にあ

ってはその優先出資の発行に係る事項の登記の

日の前日までの間における優先出資者の地位を

いう。

（金融取引及び保険料を対価とする役務の提供 （金融取引及び保険料を対価とする役務の提供

等） 等）

６－３－１ （省 略） ６－３－１ （同 左）

(1)～(2) （省 略） (1)～(2) （同 左）

(3) 合同運用信託又は所法第２条第１項第15号 (3) 合同運用信託又は公社債投資信託（株式又

《定義》に規定する公社債投資信託若しくは は出資に対する投資として運用しないものに

同項第15号の２《定義》に規定する公社債等 限る。）の信託報酬

運用投資信託の信託報酬

(4) （省 略） (4) （同 左）

(5) 合同運用信託、投資信託、特定目的信託又 (5) 合同運用信託、証券投資信託又は特定公益

は特定公益信託等の収益の分配金 信託等の収益の分配金

(6)～(17)（省 略） (6)～(17)（同 左）

（社会福祉関係の非課税範囲） （社会福祉関係の非課税範囲）

６－７－５ （省 略） ６－７－５ （同 左）

(1) 第一種社会福祉事業 (1) 第一種社会福祉事業

イ 生活保護法に規定する救護施設、更生施 イ 生活保護法にいう救護施設、更生施設そ

設その他生計困難者を無料又は低額な料金 の他生計困難者を無料又は低額な料金で収

で入所させて生活の扶助を行うことを目的 容して生活の扶助を行うことを目的とする

とする施設を経営する事業及び生計困難者 施設を経営する事業及び生計困難者に対し

に対して助葬を行う事業 て助葬を行う事業

ロ 児童福祉法に規定する乳児院、母子生活 ロ 児童福祉法にいう乳児院、母子生活支援

支援施設、児童養護施設、知的障害児施 施設、児童養護施設、知的障害児施設、知

設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施 的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体

設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施 不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒
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設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立 障害児短期治療施設又は児童自立支援施設

支援施設を経営する事業 を経営する事業

ハ 老人福祉法に規定する養護老人ホーム、 ハ 老人福祉法にいう養護老人ホーム、特別

特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを 養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営

経営する事業 する事業

ニ 身体障害者福祉法に規定する身体障害者 ニ 身体障害者福祉法にいう身体障害者更生

更生施設、身体障害者療護施設、身体障害 施設、身体障害者療護施設、身体障害者福

者福祉ホーム又は身体障害者授産施設を経 祉ホーム又は身体障害者授産施設を経営す

営する事業（身体障害者授産施設を経営す る事業（身体障害者授産施設を経営する事

る事業において授産活動としての作業に基 業において授産活動としての作業に基づき

づき行われる資産の譲渡等を除く。） 行われる資産の譲渡等を除く。）

ホ 知的障害者福祉法に規定する知的障害者 ホ 知的障害者福祉法にいう知的障害者更生

更生施設、知的障害者授産施設、知的障害 施設、知的障害者授産施設、知的障害者福

者福祉ホーム又は知的障害者通勤寮を経営 祉ホーム又は知的障害者通勤寮を経営する

する事業（知的障害者授産施設を経営する 事業（知的障害者授産施設を経営する事業

事業において授産活動としての作業に基づ において授産活動としての作業に基づき行

き行われる資産の譲渡等を除く。） われる資産の譲渡等を除く。）

ヘ 売春防止法に規定する婦人保護施設を経 ヘ 売春防止法にいう婦人保護施設を経営す

営する事業 る事業

ト 授産施設を経営する事業及び生計困難者 ト 公益質屋又は授産施設を経営する事業及

に対して無利子又は低利で資金を融通する び生計困難者に対して無利子又は低利で資

事業（授産施設を経営する事業において授 金を融通する事業（授産施設を経営する事

産活動としての作業に基づき行われる資産 業において授産活動としての作業に基づき

の譲渡等を除く。） 行われる資産の譲渡等を除く。）

(2) 第二種社会福祉事業 (2) 第二種社会福祉事業

イ （省 略） イ （同 左）

ロ 児童福祉法に規定する児童居宅介護等事 ロ 児童福祉法にいう児童居宅介護等事業、

業、児童デイサービス事業、児童短期入所 児童デイサービス事業、児童短期入所事

事業、障害児相談支援事業、児童自立生活 業、児童自立生活援助事業又は放課後児童

援助事業又は放課後児童健全育成事業、同 健全育成事業、同法にいう助産施設、保育

法に規定する助産施設、保育所、児童厚生 所、児童厚生施設又は児童家庭支援センタ

施設又は児童家庭支援センターを経営する ーを経営する事業及び児童の福祉の増進に

事業及び児童の福祉の増進について相談に ついて相談に応ずる事業

応ずる事業

ハ 母子及び寡婦福祉法に規定する母子家庭 ハ 母子及び寡婦福祉法にいう母子家庭居宅

居宅介護等事業又は寡婦居宅介護等事業、 介護等事業又は寡婦居宅介護等事業、同法
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同法に規定する母子福祉施設を経営する事 にいう母子福祉施設を経営する事業及び父

業及び父子家庭居宅介護等事業（現に児童 子家庭居宅介護等事業（現に児童を扶養し

を扶養している配偶者のない男子がその者 ている配偶者のない男子がその者の疾病そ

の疾病その他の理由により日常生活に支障 の他の理由により日常生活に支障を生じた

を生じた場合に、その者につきその者の居 場合に、その者につきその者の居宅におい

宅において乳幼児の保育、食事の世話その て乳幼児の保育、食事の世話その他日常生

他日常生活上の便宜を供与する事業であっ 活上の便宜を供与する事業であって、母子

て、母子家庭居宅介護等事業その他これに 家庭居宅介護等事業その他これに類する事

類する事業を経営する者が行うものをい 業を経営する者が行うものをいう。）

う。）

ニ 老人福祉法に規定する老人居宅介護等事 ニ 老人福祉法にいう老人居宅介護等事業、

業、老人デイサービス事業、老人短期入所 老人デイサービス事業、老人短期入所事業

事業又は痴呆対応型老人共同生活援助事業 又は痴呆対応型老人共同生活援助事業及び

及び同法に規定する老人デイサービスセン 同法にいう老人デイサービスセンター、老

ター、老人短期入所施設、老人福祉センタ 人短期入所施設、老人福祉センター又は老

ー又は老人介護支援センターを経営する事 人介護支援センターを経営する事業

業

ホ 身体障害者福祉法に規定する身体障害者 ホ 身体障害者福祉法にいう身体障害者居宅

居宅介護等事業、身体障害者デイサービス 介護等事業、身体障害者デイサービス事業

事業、身体障害者短期入所事業、身体障害 又は身体障害者短期入所事業、同法にいう

者相談支援事業、身体障害者生活訓練等事 身体障害者福祉センター、補装具製作施設

業又は手話通訳事業、同法に規定する身体 又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する

障害者福祉センター、補装具製作施設、盲 事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事

導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施 業

設を経営する事業及び身体障害者の更生相

談に応ずる事業

ヘ 知的障害者福祉法に規定する知的障害者 ヘ 知的障害者福祉法にいう知的障害者居宅

居宅介護等事業、知的障害者デイサービス 介護等事業、知的障害者短期入所事業又は

事業、知的障害者短期入所事業、知的障害 知的障害者地域生活援助事業及び知的障害

者地域生活援助事業又は知的障害者相談支 者の更生相談に応ずる事業

援事業、同法に規定する知的障害者デイサ

ービスセンターを経営する事業及び知的障

害者の更生相談に応ずる事業

ト 精神保健及び精神障害者福祉に関する法 ト 精神保健及び精神障害者福祉に関する法

律に規定する精神障害者社会復帰施設を経 律にいう精神障害者社会復帰施設を経営す

営する事業（精神障害者社会復帰施設（同 る事業（精神障害者社会復帰施設（同法第
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法第50条の２第１項第２号《精神障害者社 50条の２第１項第２号《精神障害者社会復

会復帰施設の種類》に規定する精神障害者 帰施設の種類》に規定する精神障害者授産

授産施設及び同項第４号に規定する精神障 施設及び同項第４号に規定する精神障害者

害者福祉工場に限る。）を経営する事業に 福祉工場に限る。）を経営する事業におい

おいて授産活動としての作業に基づき行わ て授産活動としての作業に基づき行われる

れる資産の譲渡等を除く。）及び同法に規 資産の譲渡等を除く。）及び同法にいう精

定する精神障害者地域生活援助事業 神障害者地域生活援助事業

チ～リ （省 略） チ～リ （同 左）

ヌ 生計困難者に対して、無料又は低額な費 ヌ 生計困難者に対して、無料又は低額な費

用で介護保険法に規定する介護老人保健施 用で介護保険法にいう介護老人保健施設を

設を利用させる事業 利用させる事業

ル 隣保事業（隣保館等の施設を設け、無料 ル 隣保事業（隣保館等の施設を設け、その

又は低額な料金でこれを利用させることそ 近隣地域における福祉に欠けた住民を対象

の他その近隣地域における住民の生活の改 として、無料又は低額な料金でこれを利用

善及び向上を図るための各種の事業を行う させる等、当該住民の生活の改善及び向上

ものをいう。） を図るための各種の事業を行うものをい

う。）

ヲ 福祉サービス利用援助事業（精神上の理

由により日常生活を営むのに支障がある者

に対して、無料又は低額な料金で、福祉サ

ービス（第一種社会福祉事業及びイ～ルの

事業において提供されるものに限る。）の

利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、

並びに福祉サービスの提供を受けるために

必要な手続又は福祉サービスの利用に要す

る費用の支払に関する便宜を供与すること

その他の福祉サービスの適切な利用のため

の一連の援助を一体的に行う事業をい

う。）

ワ (1)及び(2)の事業に関する連絡又は助成 ヲ (1)及び(2)の事業に関する連絡又は助成

を行う事業 を行う事業

(3) （省 略） (3) （同 左）

（児童福祉施設の取扱い） （児童福祉施設の取扱い）

６－７－７ 児童福祉法第７条《児童福祉施設》 ６－７－７ 児童福祉法第７条《児童福祉施設》

に規定する児童福祉施設を経営する事業のう に規定する児童福祉施設を経営する事業のう
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ち、社会福祉法第２条第２項第２号及び第３項 ち、社会福祉事業法第２条第２項第２号及び第

第２号《定義》の規定に該当するものについて ３項第２号《定義》の規定に該当するものにつ

は、法別表第一第７号ロ《社会福祉事業等に係 いては、法別表第一第７号ロ《社会福祉事業等

る資産の譲渡等》の規定に該当し、また、社会 に係る資産の譲渡等》の規定に該当し、また、

福祉法第２条第４項第４号《社会福祉事業から 社会福祉事業法第２条第４項第４号《社会福祉

除かれるものの範囲》の規定により社会福祉事 事業から除かれるものの範囲》の規定により社

業に含まれないものについては、令第14条の３ 会福祉事業に含まれないものについては、令第

第１号《社会福祉事業等として行われる資産の 14条の３第１号《社会福祉事業等として行われ

譲渡等に類するものの範囲》の規定に該当する る資産の譲渡等に類するものの範囲》の規定に

こととなるのであるから留意する。 該当することとなるのであるから留意する。

（学校教育関係の非課税範囲） （学校教育関係の非課税範囲）

６－11－１ （省 略） ６－11－１ （同 左）

(1)～(2) （省 略） (1)～(2) （同 左）

(3) （省 略） (3) （同 左）

イ～ヘ （省 略） イ～ヘ （同 左）

(4) 次に掲げる施設を設置する者が当該施設に (4) 農林水産省設置法若しくは国土交通省設置

おける教育（職業訓練を含む。）として行う 法に規定する文教研修施設（海技大学校、海

役務の提供で、(3)のイからヘまでの要件に該 員学校、航空大学校、農業者大学校及び水産

当するもの 大学校）又は職業能力開発促進法に規定する

イ 独立行政法人農業者大学校法に規定する 職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学

独立行政法人農業者大学校、独立行政法人 校、職業能力開発短期大学校若しくは職業能

水産大学校法に規定する独立行政法人水産 力開発校を設置する者（職業能力開発大学

大学校、独立行政法人海技大学校法に規定 校、職業能力開発短期大学校及び職業能力開

する独立行政法人海技大学校、独立行政法 発校にあっては国、地方公共団体又は職業訓

人海員学校法に規定する独立行政法人海員 練法人に限る。）が当該施設における教育

学校及び独立行政法人航空大学校法に規定 （職業訓練を含む。）として行う役務の提供

する独立行政法人航空大学校 で、(3)のイからヘまで（ただし、文教研修施

ロ 職業能力開発促進法に規定する職業能力 設にあっては、ニの「年２回」は「年３回」

開発総合大学校、職業能力開発大学校、職 と読み替えるものとする。）の要件に該当す

業能力開発短期大学校及び職業能力開発校 るもの

（職業能力開発大学校、職業能力開発短期

大学校及び職業能力開発校にあっては、国

若しくは地方公共団体又は職業訓練法人が

設置するものに限る。）

ハ 厚生労働省令に規定する国立看護大学校
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(注) イに掲げる施設にあっては、(3)のニの

「年２回」は「年４回」とされている。

（有価証券等の譲渡の時期） （有価証券等の譲渡の時期）

９－１－17 有価証券（証券取引法第２条第１項 ９－１－17 有価証券（証券取引法第２条第１項

《有価証券の定義》に規定する有価証券をい 《有価証券の定義》に規定する有価証券をい

う。）及び令第９条第１項第３号から第５号ま う。）及び令第９条第１項第３号から第５号ま

で《有価証券に類するものの範囲等》に規定す で《有価証券に類するものの範囲等》に規定す

る有価証券に類するもののうち証券又は証書が る有価証券に類するもののうち証券又は証書が

発行されているものの譲渡の時期は、別に定め 発行されているものの譲渡の時期は、別に定め

るものを除き、その引渡しがあった日とする。 るものを除き、その引渡しがあった日とする。

(注) 法人が有価証券（法法第２条第21号《定

義》に規定する有価証券をいう。）を譲渡

した場合の資産の譲渡の時期について、法

法第61条の２第１項《有価証券の譲渡損益

の益金算入等》に規定する「その譲渡に係

る契約をした日」としている場合には、こ

れを認める。

（合同運用信託等の資産の譲渡等の時期） （合同運用信託等の資産の譲渡等の時期）

９－１－29 法第14条第１項ただし書《信託財産 ９－１－29 法第14条第１項ただし書《信託財産

に係る資産の譲渡等の帰属》に規定する合同運 に係る資産の譲渡等の帰属》に規定する合同運

用信託、投資信託、特定目的信託等について 用信託、証券投資信託等については、委託者

は、委託者（委託者の指定等により当該信託に （委託者の指定等により当該信託に係る収益の

係る収益の分配を受けることとなる受益者を含 分配を受けることとなる受益者を含む。以下９

む。以下９－１－29において同じ。）から信託 －１－29において同じ。）から信託を受けた信

を受けた信託会社（信託業務を兼営する銀行を 託会社（信託業務を兼営する銀行を含む。以下

含む。以下９－１－29において同じ。）が信託 ９－１－29において同じ。）が信託財産に係る

財産に係る資産の譲渡等を行ったこととなるか 資産の譲渡等を行ったこととなるから、当該信

ら、当該信託会社の資産の譲渡等の時期につい 託会社の資産の譲渡等の時期については、当該

ては、当該資産の譲渡等に係る資産又は役務の 資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容に応じ

内容に応じて判定することとなる。 て判定することとなる。

ただし、当該信託会社の課税期間と当該信託 ただし、当該信託会社の課税期間と当該信託

会社における個々の信託の計算期間とが異なる 会社における個々の信託の計算期間とが異なる

場合において、当該課税期間中にその計算期間 場合において、当該課税期間中にその計算期間

の末日が到来した信託についてその計算期間中 の末日が到来した信託についてその計算期間中
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に行われた資産の譲渡等のすべてを当該課税期 に行われた資産の譲渡等のすべてを当該課税期

間における資産の譲渡等としているときは、継 間における資産の譲渡等としているときは、継

続適用を条件としてこれを認める。 続適用を条件としてこれを認める。

（長期割賦販売等に係る特例の適用関係） （長期割賦販売等に係る特例の適用関係）

９－３－１ 法第16条《長期割賦販売等に係る資 ９－３－１ 法第16条《長期割賦販売等に係る資

産の譲渡等の時期の特例》の規定は、長期割賦 産の譲渡等の時期の特例》の規定は、長期割賦

販売等に係る資産の譲渡等につき所法第65条 販売等に係る資産の譲渡等につき所法第65条

《延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属 《延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属

時期》若しくは第132条《延払条件付譲渡に係 時期》若しくは第132条《延払条件付譲渡に係

る所得税額の延納》又は法法第63条《長期割賦 る所得税額の延納》又は法法第62条《長期割賦

販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度》の 販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度》の

規定の適用を受ける場合に限って適用すること 規定の適用を受ける場合に限って適用すること

ができるのであるが、これらの規定の適用を受 ができるのであるが、これらの規定の適用を受

ける場合であっても、長期割賦販売等に係る資 ける場合であっても、長期割賦販売等に係る資

産の譲渡等の時期をその引渡し等のあった日に 産の譲渡等の時期をその引渡し等のあった日に

よることとすることは差し支えないことに留意 よることとすることは差し支えないことに留意

する。 する。

（法人が行う長期割賦販売等の範囲） （法人が行う長期割賦販売等の範囲）

９－３－２ 法第16条第１項《長期割賦販売等に ９－３－２ 法第16条第１項《長期割賦販売等に

係る資産の譲渡等の時期の特例》に規定する 係る資産の譲渡等の時期の特例》に規定する

「長期割賦販売等」には、法人である事業者が 「長期割賦販売等」には、法人である事業者が

行う次に掲げる金額の受領に係る取引で法法第 行う次に掲げる金額の受領に係る取引で法法第

63条第２項《長期割賦販売等に係る収益及び費 62条第２項《長期割賦販売等に係る収益及び費

用の帰属事業年度》に定める長期割賦販売等の 用の帰属事業年度》に定める長期割賦販売等の

要件に該当するものが含まれるものとする。 要件に該当するものが含まれるものとする。

(1)～(3) （省 略） (1)～(3) （同 左）

（工事の請負に係る特例の適用関係） （工事の請負に係る特例の適用関係）

９－４－１ 法第17条《工事の請負に係る資産の ９－４－１ 法第17条《工事の請負に係る資産の

譲渡等の時期の特例》の規定は、工事の請負に 譲渡等の時期の特例》の規定は、工事の請負に

係る譲渡等につき所法第66条《工事の請負に係 係る譲渡等につき所法第66条《工事の請負に係

る収入及び費用の帰属時期》又は法法第64条 る収入及び費用の帰属時期》又は法法第63条

《工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年 《工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年

度》の規定の適用を受ける場合に限って適用す 度》の規定の適用を受ける場合に限って適用す
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ることができるのであるが、これらの規定の適 ることができるのであるが、これらの規定の適

用を受ける場合であっても、工事の請負に係る 用を受ける場合であっても、工事の請負に係る

資産の譲渡等の時期をその引渡しのあった日に 資産の譲渡等の時期をその引渡しのあった日に

よることとすることは差し支えないことに留意 よることとすることは差し支えないことに留意

する。 する。

(注) 所得税又は法人税の所得金額の計算上、 (注) 所得税又は法人税の所得金額の計算上、

工事進行基準によらなければならない長期 工事進行基準によらなければならない長期

大規模工事の場合であっても、資産の譲渡 大規模工事の場合であっても、資産の譲渡

等の時期をその引渡しのあった日によるこ 等の時期をその引渡しのあった日によるこ

ととすることは差し支えない。 ととすることは差し支えない。

（長期大規模工事以外の工事で再び工事進行基準 （長期大規模工事以外の工事で再び工事進行基準

の適用要件を満たした場合の取扱い） の適用要件を満たした場合の取扱い）

９－４－２ 事業者が所基通66－８《長期大規模 ９－４－２ 事業者が所基通66－８《長期大規模

工事以外の工事で再び工事進行基準の適用要件 工事以外の工事で再び工事進行基準の適用要件

を満たした場合の取扱い》又は法基通２－４－ を満たした場合の取扱い》又は法基通２－３－

19《長期大規模工事以外の工事で再び工事進行 18《長期大規模工事以外の工事で再び工事進行

基準の適用要件を満たした場合の取扱い》によ 基準の適用要件を満たした場合の取扱い》によ

り工事進行基準の方法により経理することが認 り工事進行基準の方法により経理することが認

められる工事については、法第17条第２項本文 められる工事については、法第17条第２項本文

《工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特 《工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特

例》の規定を適用することができるものとす 例》の規定を適用することができるものとす

る。 る。

（外貨建取引に係る対価） （外貨建取引に係る対価）

10－１－７ 外貨建ての取引に係る資産の譲渡等 10－１－７ 外貨建ての取引に係る資産の譲渡等

の対価の額は、所得税又は法人税の課税所得金 の対価の額は、所得税又は法人税の課税所得金

額の計算において外貨建ての取引に係る売上金 額の計算において外貨建ての取引に係る売上金

額その他の収入金額につき円換算して計上すべ 額その他の収入金額につき円換算して計上すべ

きこととされている金額によるものとする。 きこととされている金額によるものとする。

(注)１ 外貨建取引の円換算に係る法人税の取 (注)１ 外貨建取引の円換算に係る法人税の取

扱いについては、法基通13の２－１－１ 扱いについては、法基通13の２－１－１

から13の２－２－19まで《外貨建取引の から13の２－２－11まで《外貨建債権債

換算等》において定められている。 務の換算等》において定められている。

２ （省 略） ２ （同 左）

３ 法法第61条の９第１項第１号《外貨建 ３ 法法令第139条の２第１号及び第２号
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資産等の期末換算差益又は期末換算差損 《外貨建債権債務の意義》に規定する外

の益金又は損金算入等》に規定する外貨 貨建債権、債務に係る為替換算差損益又

建債権、債務に係る為替換算差損益又は は為替差損益は、資産の譲渡等の対価の

為替差損益は、資産の譲渡等の対価の額 額又は課税仕入れに係る支払対価の額に

又は課税仕入れに係る支払対価の額に含 含まれないことに留意する。

まれないことに留意する。

（新規に開業をした事業者の仕入税額控除） （新規に開業をした事業者の仕入税額控除）

11－１－７ 法第30条《仕入れに係る消費税額の 11－１－７ 法第30条《仕入れに係る消費税額の

控除》の規定の適用があるのは、課税事業者に 控除》の規定の適用があるのは、課税事業者に

限られるのであるから、新たに事業を開始した 限られるのであるから、新たに事業を開始した

個人事業者（法第10条《相続があった場合の納 個人事業者（法第10条《相続があった場合の納

税義務の免除の特例》の規定の適用を受ける者 税義務の免除の特例》の規定の適用を受ける者

を除く。）又は新たに設立した法人（法第11条 を除く。）又は新たに設立した法人（法第11条

《合併があった場合の納税義務の免除の特 《合併があった場合の納税義務の免除の特

例》、第12条《分割等があった場合の納税義 例》、法第12条《分割があった場合の納税義務

務の免除の特例》又は第12条の２《基準期間 の免除の特例》又は法第12条の２《基準期間が

がない法人の納税義務の免除の特例》の規定の ない法人の納税義務の免除の特例》の規定の適

適用を受ける者を除く。）は、法第９条第４項 用を受ける者を除く。）は、法第９条第４項

《小規模事業者に係る納税義務の免除の不適 《小規模事業者に係る納税義務の免除の不適

用》の規定により課税事業者を選択しない限 用》の規定により課税事業者を選択しない限

り、課税仕入れ等の税額を控除することはでき り、課税仕入れ等の税額を控除することはでき

ないのであるから留意する。 ないのであるから留意する。

（相続等により課税事業者となった場合の仕入税 （新 設）

額控除）

11－１－８ 法第９条第１項本文《小規模事業者

に係る納税義務の免除》の規定により消費税を

納める義務が免除される事業者が、法第10条第

１項《相続があった場合の納税義務の免除の特

例》、第11条第１項《合併があった場合の納

税義務の免除の特例》又は第12条第１項若し

くは第５項《分割等があった場合の納税義務の

免除の特例》の規定により、その課税期間の中

途において法第９条第１項本文の規定の適用を

受けないこととなった場合には、その適用を受
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けないこととなった日から同日の属する課税期

間の末日までの期間について、法第30条《仕入

れに係る消費税額の控除》及び法第32条《仕入

れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに

係る消費税額の控除の特例》の規定を適用する

こととなるのであるから留意する。

(注) 法第12条第１項の規定により、その課税

期間の中途において法第９条第１項本文の

規定の適用を受けないこととなった場合と

は、法第12条第７項第３号《分割等の意

義》に該当する分割等による設立がこれに

該当する。

（課税仕入れを行った日の意義） （課税仕入れを行った日の意義）

11－３－１ 法第30条第１項第１号《仕入れに係 11－３－１ 法第30条第１項《仕入れに係る消費

る消費税額の控除》に規定する「課税仕入れを 税額の控除》に規定する「課税仕入れを行った

行った日」とは、課税仕入れに該当することと 日」とは、課税仕入れに該当することとされる

される資産の譲受け若しくは借受けをした日又 資産の譲受け若しくは借受けをした日又は役務

は役務の提供を受けた日をいうのであるが、こ の提供を受けた日をいうのであるが、これらの

れらの日がいつであるかについては、別に定め 日がいつであるかについては、別に定めるもの

るものを除き、第９章《資産の譲渡等の時期》 を除き、第９章《資産の譲渡等の時期》の取扱

の取扱いに準ずる。 いに準ずる。

（課税貨物を引き取った日の意義） （課税貨物を引き取った日の意義）

11－３－９ 法第30条第１項第２号《仕入れに係 11－３－９ 法第30条第１項《仕入れに係る消費

る消費税額の控除》に規定する「課税貨物を引 税額の控除》に規定する「課税貨物を引き取っ

き取った日」とは、関税法第67条《輸出又は輸 た日」とは、関税法第67条《輸出又は輸入の許

入の許可》に規定する輸入の許可を受けた日を 可》に規定する輸入の許可を受けた日をいう。

いう。 なお、関税法第73条第１項《輸入の許可前に

なお、関税法第73条第１項《輸入の許可前に おける貨物の引取》に規定する承認を受けて課

おける貨物の引取》に規定する承認を受けて課 税貨物を引き取った場合における法第30条第１

税貨物を引き取った場合における法第30条第１ 項の規定の適用は、実際に当該課税貨物を引き

項の規定の適用は、実際に当該課税貨物を引き 取った日の属する課税期間となるのであるが、

取った日の属する課税期間となるのであるが、 令第46条第１項《輸入の許可前に引き取る課税

令第46条第１項《輸入の許可前に引き取る課税 貨物に係る消費税額の控除の時期の特例》の規

貨物に係る消費税額の控除の時期の特例》の規 定によることもできるのであるから留意する。
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定によることもできるのであるから留意する。 また、関税法第77条第５項《郵便物の関税の納

また、関税法第77条第５項《郵便物の関税の納 付等》の規定の適用を受ける郵便物を引き取っ

付等》の規定の適用を受ける郵便物を引き取っ た場合も同様である。

た場合も同様である。

(注) 保税地域から引き取る課税貨物につき特

例申告書（法第２条第１項第18号《定義》

に規定する特例申告書をいう。以下11－３

－９及び15－４－６において同じ。）を提

出した場合には、当該特例申告書を提出し

た日の属する課税期間において法第30条

《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が

適用されるのであるから留意する。

（現物出資に係る資産の取得） （現物出資に係る資産の取得）

11－４－１ 事業者が現物出資（令第２条第１項 11－４－１ 事業者が現物出資（令第２条第１項

第２号《資産の譲渡等の範囲》に規定する金銭 第２号《資産の譲渡等の範囲》に規定する金銭

以外の資産の出資をいう。）により資産を取得 以外の資産の出資をいう。）により資産を取得

した場合において、当該資産の取得が課税仕入 した場合において、当該資産の取得が課税仕入

れに該当するときにおけるその課税仕入れに係 れに該当するときにおけるその課税仕入れに係

る支払対価の額は、現物出資を行った者との間 る支払対価の額は、現物出資を行った者との間

で授受することとした株式（出資を含む。）の で授受することとした株式（出資を含む。）の

交付（持分を明らかにして株券等を交付しない 交付（持分を明らかにして株券等を交付しない

場合を含む。）の時における当該株式の価額に 場合を含む。）の時における当該株式の価額に

相当する金額（課税資産に対応する部分に限 相当する金額（課税資産に対応する部分に限

る。）となる。 る。）となる。

(注) 法第12条第７項第３号《分割等の意義》 (注) 変態現物出資の場合の課税仕入れに係る

に該当する分割等により設立された新設分 支払対価の額は、変態現物出資を行った者

割子法人が、同号の契約に基づく金銭以外 との間で授受することとした金額のうち課

の資産の譲渡を受けた場合の課税仕入れに 税資産に対応する部分の金額となる。

係る支払対価の額は、新設分割親法人との

間で授受することとした金額のうち課税資

産に対応する部分の金額となる。

（相続等により課税事業者となった場合の課税売 （相続又は合併により課税事業者となった場合の

上割合の計算） 課税売上割合の計算）

11－５－３ 法第10条第１項《相続があった場合 11－５－３ 相続人又は合併法人について、法第



改 正 後 改 正 前

の納税義務の免除の特例》、第11条第１項《合 10条第１項《相続があった場合の納税義務の免

併があった場合の納税義務の免除の特例》、第 除の特例》又は第11条第１項《合併があった場

12条第１項又は第５項《分割等があった場合の 合の納税義務の免除の特例》の規定の適用があ

納税義務の免除の特例》の規定の適用により、 る場合の当該相続人の相続があった日の翌日の

課税期間の中途において法第９条第１項本文 属する課税期間又は当該合併法人の合併があっ

《小規模事業者に係る納税義務の免除》の規定 た日の属する課税期間における課税売上割合

の適用を受けないこととなった場合の相続人、 は、当該相続のあった日の翌日からその年の12

合併法人、新設分割子法人又は分割承継法人の 月31日まで又は当該合併があった日から当該合

課税売上割合の計算については、次のとおり行 併法人の合併事業年度終了の日までの間におけ

うのであるから留意する。 る資産の譲渡等の対価の額の合計額及び課税資

(1) 相続があった日の属する課税期間における 産の譲渡等の対価の額の合計額を基礎として計

相続人の課税売上割合は、当該相続があった 算するものとして取り扱う。

日の翌日から当該課税期間の末日までの間に

おける資産の譲渡等の対価の額の合計額及び

課税資産の譲渡等の対価の額の合計額を基礎

として計算する。

(2) 合併（法第11条第１項に規定する合併をい

う。）があった日の属する課税期間における

合併法人の課税売上割合は、当該合併があっ

た日から当該課税期間の末日までの間におけ

る資産の譲渡等の対価の額の合計額及び課税

資産の譲渡等の対価の額の合計額を基礎とし

て計算する。

(3) 法第12条第７項第３号《分割等の意義》に

該当する分割等があった日の属する課税期間

における新設分割子法人の課税売上割合は、

同号の契約に基づく金銭以外の資産の譲渡が

行われた日から当該課税期間の末日までの間

における資産の譲渡等の対価の額の合計額及

び課税資産の譲渡等の対価の額の合計額を基

礎として計算する。

(4) 吸収分割があった日の属する課税期間にお

ける分割承継法人の課税売上割合は、当該吸

収分割があった日から当該課税期間の末日ま

での間における資産の譲渡等の対価の額の合

計額及び課税資産の譲渡等の対価の額の合計
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額を基礎として計算する。

（輸入品に係る仕入割戻し） （輸入品に係る仕入割戻し）

12－１－５ 保税地域からの引取りに係る課税貨 12－１－５ 保税地域から引き取った課税貨物に

物について、当該課税貨物の購入先から当該課 ついて、当該課税貨物の購入先から当該課税貨

税貨物の購入に係る割戻しを受けた場合の当該 物の購入に係る割戻しを受けた場合の当該割戻

割戻しは、仕入れに係る対価の返還等に該当し しは、仕入れに係る対価の返還等に該当しな

ない。 い。

（他の法律の規定により、還付を受ける場合の意 （他の法律の規定により、還付を受ける場合の意

義） 義）

12－１－13 法第32条第４項《保税地域からの引 12－１－13 法第32条第４項《保税地域から引き

取りに係る課税貨物に係る消費税額の還付を受 取った課税貨物に係る消費税額の還付を受ける

ける場合の仕入れに係る消費税額の控除の特 場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》に

例》に規定する「他の法律の規定により、還付 規定する「他の法律の規定により、還付を受け

を受ける場合」には、例えば、輸徴法第15条第 る場合」には、例えば、輸徴法第15条第２項

２項《変質、損傷等の場合の軽減又は還付》、 《変質、損傷等の場合の軽減又は還付》、第16

第16条の３《輸入時と同一状態で再輸出される 条の３《輸入時と同一状態で再輸出される場合

場合の還付》又は第17条《違約品等の再輸出又 の還付》又は第17条《違約品等の再輸出又は廃

は廃棄の場合の還付》の規定により消費税の還 棄の場合の還付》の規定により消費税の還付を

付を受ける場合が該当する。 受ける場合が該当する。

（還付を受ける日の意義） （還付を受ける日の意義）

12－１－14 法第32条第４項本文《保税地域から 12－１－14 法第32条第４項本文《保税地域から

の引取りに係る課税貨物に係る消費税額の還付 引き取った課税貨物に係る消費税額の還付を受

を受ける場合の仕入れに係る消費税額の控除の ける場合の仕入れに係る消費税額の控除の特

特例》に規定する「還付を受ける日」とは、還 例》に規定する「還付を受ける日」とは、還付

付を受けることができる事実が発生した後にお を受けることができる事実が発生した後におい

いて、当該事実について還付を受ける消費税額 て、当該事実について還付を受ける消費税額が

が確定した日をいうものとする。 確定した日をいうものとする。

（金銭出資により設立した法人が課税事業者とな （新 設）

る場合の棚卸資産に係る消費税額の調整）

12－６－５ 法第36条第１項《納税義務の免除を

受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る

消費税額の調整》の規定は、法第12条第７項第
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３号《分割等の意義》に該当する分割等により

設立された新設分割子法人が、同条第１項《分

割等があった場合の納税義務の免除の特例》の

規定により法第９条第１項本文《小規模事業者

に係る納税義務の免除》の規定の適用を受けな

いこととなった日の前日において、消費税を納

める義務が免除されていた期間中に国内におい

て譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当

該期間における保税地域からの引取りに係る課

税貨物で棚卸資産に該当するもの（これらの棚

卸資産を原材料として製作され、又は建設され

た棚卸資産を含む。）を有している場合にも適

用がある。

(注) 法第12条第７項第３号に該当する分割等

により設立された新設分割子法人は、法第

９条第４項《課税事業者の選択》の規定の

適用を受ける場合又は法第12条の２《基準

期間がない法人の納税義務の免除》の規定

の適用がある場合を除き、その設立の日か

ら法第12条第７項第３号の契約に基づく金

銭以外の資産の譲渡が行われた日の前日ま

での間は、消費税の納税義務が免除され

る。

（削 除） （仕入税額控除の特例の適用がない分割に係る課

税期間）

13－１－１ 法第37条第１項《中小事業者の仕入

れに係る消費税額の控除の特例》に規定する

「第12条第１項に規定する分割に係る同項の分

割親法人又は分割子法人の政令で定める課税期

間（以下この項において「分割に係る課税期

間」という。）を除く。」についての令第55条

《仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用が

ない分割に係る課税期間》の規定の趣旨は、次

のとおりである。

(1) 分割親法人の基準期間における課税売上高
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が２億円を超えるかどうかについては、当該

分割親法人と各分割子法人の課税売上高及び

分割孫法人の課税売上高のすべてを合算した

金額により判定する。

(2) 分割子法人の基準期間における課税売上高

が２億円を超えるかどうかについては、分割

子法人と当該分割子法人の分割子法人である

分割孫法人の課税売上高の合計額に分割親法

人と他の分割子法人の課税売上高の合計額を

加算した金額により判定する。

(3) 分割孫法人の基準期間における課税売上高

が２億円を超えるかどうかについては、当該

分割孫法人の分割親法人に該当する分割子法

人の課税売上高に分割親法人と他の分割子法

人の課税売上高の合計額を加算した課税売上

高を分割孫法人の課税売上高に加算した金額

により判定する。

（合併法人等が簡易課税制度を選択する場合の基 （合併法人が簡易課税制度を選択する場合の基準

準期間の課税売上高の判定） 期間の課税売上高の判定）

13－１－２ 法第11条第１項《合併があった場合 13－１－２ その課税期間中に法第11条第１項

の納税義務の免除の特例》に規定する合併又は 《合併があった場合の納税義務の免除の特例》

法第12条第５項《吸収分割があった場合の納税 に規定する合併があった場合において、当該合

義務の免除の特例》に規定する吸収分割があっ 併に係る合併法人が当該課税期間前の課税期間

た場合において、当該合併に係る合併法人又は （当該合併に係る被合併法人が簡易課税制度の

当該吸収分割に係る分割承継法人の法第37条第 適用を受けていた場合は、当該課税期間）まで

１項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控 に簡易課税制度選択届出書を提出しているとき

除の特例》に規定する基準期間における課税売 に当該課税期間以後の課税期間について簡易課

上高が２億円を超えるかどうかは、当該合併法 税制度を適用できるかどうかは、当該合併法人

人又は当該分割承継法人の基準期間における課 の基準期間における課税売上高のみによって判

税売上高のみによって判定するのであるから留 定するのであるから留意する。

意する。

（相続があった場合の簡易課税制度選択届出書の （新 設）

効力等）

13－１－３の２ 相続があった場合における法第
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37条第１項《中小事業者の仕入れに係る消費税

額の控除の特例》の規定の適用は、次のように

なるのであるから留意する。

(1) 被相続人が提出した簡易課税制度選択届出

書の効力は、相続により当該被相続人の事業

を承継した相続人には及ばない。したがっ

て、当該相続人が法第37条第１項の規定の適

用を受けようとするときは、新たに簡易課税

制度選択届出書を提出しなければならない。

(2) 事業を営んでいない相続人が相続により被

相続人の事業を承継した場合又は個人事業者

である相続人が相続により法第37条第１項の

規定の適用を受けていた被相続人の事業を承

継した場合において、当該相続人が相続があ

った日の属する課税期間中に簡易課税制度選

択届出書を提出したときは、当該課税期間

は、令第56条第１号《事業を開始した日の属

する課税期間》又は第２号《相続があった日

の属する課税期間》に規定する課税期間に該

当する。

ただし、当該課税期間の基準期間における

課税売上高が3,000万円を超え、課税事業者

に該当する個人事業者が相続により法第37条

第１項の規定の適用を受けていた被相続人の

事業を承継した場合の当該課税期間は、令第

56条第２号に規定する課税期間には該当しな

い。

（合併があった場合の簡易課税制度選択届出書の （新 設）

効力等）

13－１－３の３ 合併があった場合における法第

37条第１項《中小事業者の仕入れに係る消費税

額の控除の特例》の規定の適用は、次のように

なるのであるから留意する。

(1) 被合併法人が提出した簡易課税制度選択届

出書の効力は、法第11条第１項《吸収合併が
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あった場合の納税義務の免除の特例》又は第

３項《新設合併があった場合の納税義務の免

除の特例》に規定する合併により当該被合併

法人の事業を承継した合併法人には及ばな

い。したがって、当該合併法人が法第37条第

１項の規定の適用を受けようとするときは、

新たに簡易課税制度選択届出書を提出しなけ

ればならない。

(2) 法人が合併（法第11条第３項に規定する合

併をいう。）によりその事業を承継した場合

又は合併（法第11条第１項に規定する合併を

いう。）により法第37条第１項の規定の適用

を受けていた被合併法人の事業を承継した場

合において、当該法人が合併があった日の属

する課税期間中に簡易課税制度選択届出書を

提出したときは、当該課税期間は、令第56条

第１号《事業を開始した日の属する課税期

間》又は第３号《合併があった日の属する課

税期間》に規定する課税期間に該当する。

ただし、当該課税期間の基準期間における

課税売上高が3,000万円を超え、課税事業者

に該当する法人が合併（法第11条第１項に規

定する合併をいう。）により法第37条第１項

の規定の適用を受けていた被合併法人の事業

を承継した場合の当該課税期間は、令第56条

第３号に規定する課税期間には該当しない。

（分割があった場合の簡易課税制度選択届出書の （新 設）

効力等）

13－１－３の４ 分割があった場合における法第

37条第１項《中小事業者の仕入れに係る消費税

額の控除の特例》の規定の適用は、次のように

なるのであるから留意する。

(1) 分割法人が提出した簡易課税制度選択届出

書の効力は、分割により当該分割法人の事業

を承継した分割承継法人には及ばない。した
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がって、当該分割承継法人が法第37条第１項

の規定の適用を受けようとするときは、新た

に簡易課税制度選択届出書を提出しなければ

ならない。

(注) 法第12条第７項第２号又は第３号《分

割等の意義》に該当する分割等により新

設分割親法人の事業を引き継いだ新設分

割子法人についても同様である。

(2) 法人が、新設分割によりその事業を承継し

た場合又は吸収分割により法第37条第１項の

規定の適用を受けていた分割法人の事業を承

継した場合において、当該法人が新設分割又

は吸収分割があった日の属する課税期間中に

簡易課税制度選択届出書を提出したときは、

当該課税期間は、令第56条第１号《事業を開

始した日の属する課税期間》又は第４号《吸

収分割があった日の属する課税期間》に規定

する課税期間に該当する。

ただし、当該課税期間の基準期間における

課税売上高が3,000万円を超え、課税事業者

に該当する法人が吸収分割により法第37条第

１項の規定の適用を受けていた分割法人の事

業を承継した場合の当該課税期間は、令第56

条第４号に規定する課税期間には該当しな

い。

(注) (2)の本文の場合においては、当該課税

期間から法第37条第１項の規定が適用さ

れるのであるが、分割等に係る新設分割

子法人については、簡易課税制度選択届

出書を提出している場合であっても、当

該課税期間が令第55条《仕入れに係る消

費税額の控除の特例の適用がない分割等

に係る課税期間》に規定するいずれかの

課税期間に該当するときは、法第37条第

１項の規定は適用されないのであるから

留意する。
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（事業を開始した課税期間の翌課税期間からの簡 （事業を開始した課税期間の翌課税期間からの簡

易課税制度の選択） 易課税制度の選択）

13－１－５ 事業者が簡易課税制度選択届出書を 13－１－５ 事業者が簡易課税制度選択届出書を

提出した場合には、当該簡易課税制度選択届出 提出した場合には、当該簡易課税制度選択届出

書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間 書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間

以後の課税期間（その基準期間における課税売 以後の課税期間（その基準期間における課税売

上高が２億円を超える課税期間及び令第55条各 上高が２億円を超える課税期間及び令第55条第

号《仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用 １項《仕入れに係る消費税額の控除の特例の適

がない分割等に係る課税期間》に規定する課税 用がない分割に係る課税期間》に規定する課税

期間を除く。以下13－１－５において同じ。） 期間を除く。以下13－１－５において同じ。）

について、簡易課税制度を選択できるのである について、簡易課税制度を選択できるのである

から、当該簡易課税制度選択届出書を提出した から、当該簡易課税制度選択届出書を提出した

日の属する課税期間が令第56条各号《事業を開 日の属する課税期間が令第56条各号《事業を開

始した日の属する課税期間等の範囲》に規定す 始した日の属する課税期間等の範囲》に規定す

る課税期間に該当する場合であっても、当該課 る課税期間に該当する場合であっても、当該課

税期間の翌課税期間から簡易課税制度を選択す 税期間の翌課税期間から簡易課税制度を選択す

ることもできることに留意する。 ることもできることに留意する。

(注) この場合、事業者は、当該簡易課税制度 (注) この場合、事業者は、当該簡易課税制度

選択届出書において適用開始課税期間の初 選択届出書において適用開始課税期間の初

日の年月日を明確にしなければならない。 日の年月日を明確にしなければならない。

（相続等があった場合の中間申告） （相続があった場合の中間申告）

15－１－１ 課税事業者である個人事業者（法第 15－１－１ 課税事業者である個人事業者（法第

19条第１項第３号《課税期間の短縮》の規定に 19条第１項第３号《課税期間の短縮》の規定に

よる届出書の提出されている個人事業者を除 よる届出書の提出されている個人事業者を除

く。以下15－１－１において同じ。）が、相続 く。以下15－１－１において同じ。）が、相続

により被相続人の事業を承継した場合であって により被相続人の事業を承継した場合であって

も、当該個人事業者については、当該個人事業 も、当該個人事業者については、当該個人事業

者の当該直前の課税期間に係る確定消費税額 者の当該直前の課税期間に係る確定消費税額

（法第42条第１項第１号、第４項第１号、第６ （法第42条第１項第１号、第４項第１号、第６

項第１号又は第８項第１号《課税資産の譲渡等 項第１号又は第８項第１号《課税資産の譲渡等

についての中間申告》に規定する消費税額をい についての中間申告》に規定する消費税額をい

う。以下この節において同じ。）に基づき法第 う。以下この節において同じ。）に基づき法第

42条第１項、第４項、第６項又は第８項の規定 42条第１項、第４項、第６項又は第８項の規定

が適用されるのであるから留意する。 が適用されるのであるから留意する。

(注) 分割があった場合の分割承継法人につい
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ても同様である。

（引取りに係る課税貨物についての申告） （引取りに係る課税貨物についての申告）

15－４－１ 法第47条第１項及び第２項《引取り 15－４－１ 法第47条《引取りに係る課税貨物に

に係る課税貨物についての申告等》に規定する ついての申告等》に規定する引取りに係る課税

引取りに係る課税貨物についての申告は、関税 貨物についての申告は、関税法第67条《輸出又

法第67条《輸出又は輸入の許可》に規定する輸 は輸入の許可》に規定する輸入申告に併せて行

入申告に併せて行うことになる。 うことになる。

ただし、法第47条第１項に規定する者が、そ

の引取りに係る課税貨物について関税法第７条

の２第２項《特例申告》に規定する特例申告を

行う場合には、法第47条第１項に規定する申告

は、当該特例申告と併せて当該課税貨物の引取

りの日の属する月の翌月末日までに行うことに

なる。

（引取りに係る課税貨物についての納期限の延 （引取りに係る課税貨物についての納期限の延

長） 長）

15－４－４ （省 略） 15－４－４ （同 左）

(1) （省 略） (1) （同 左）

(2) 法第51条第１項の規定は、課税貨物を保税 (2) 法第51条第１項の規定は、課税貨物を保税

地域から引き取ろうとする者が、法第47条第 地域から引き取ろうとする者が、法第47条第

１項《引取りに係る課税貨物についての申告 １項《引取りに係る課税貨物についての申告

等》の規定による申告書を同項の税関長に提 等》の規定による申告書を同項の税関長に提

出した場合において、その引取りの日までに 出した場合において、その引取りの日までに

納期限の延長を受けたい旨の申請書を当該税 納期限の延長を受けたい旨の申請書を当該税

関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した 関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した

納付すべき消費税額の全部又は一部に相当す 納付すべき消費税額の全部又は一部に相当す

る額の担保を提供したときに限り、当該提供 る担保を提供したときに限り適用される。

された担保の額を超えない範囲内において適

用される。

（特例申告書を提出した場合の引取りに係る課税 （新 設）

貨物についての納期限の延長）

15－４－６ 法第51条第３項《特例申告書を提出

する場合の納期限の延長》に規定する引取りに
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係る課税貨物の納期限の延長については、次に

よるのであるから留意する。

(1) 法第51条第３項の規定により引取りに係る

課税貨物についての納期限を延長する期間

は、当該課税貨物を保税地域から引き取った

日の属する月の翌月末日の翌日から起算して

計算する。

(2) 法第51条第３項の規定は、特例申告書をそ

の提出期限までに法第47条第１項《引取りに

係る課税貨物についての申告等》の税関長に

提出した者が、当該特例申告書の提出期限ま

でに納期限の延長を受けたい旨の申請書を当

該税関長に提出し、かつ、当該特例申告書に

記載した納付すべき消費税額の全部又は一部

に相当する額の担保を当該税関長に提供した

ときに限り、当該提供された担保の額を超え

ない範囲内において適用される。

（特別の法律により設立された法人の範囲） （特別の法律により設立された法人の範囲）

16－１－３ 令第75条第１項第６号《国、地方公 16－１－３ 令第75条第１項第６号《国、地方公

共団体等の仕入れに係る消費税額の特例》に規 共団体等の仕入れに係る消費税額の特例》に規

定する「特別の法律により設立された法人」と 定する「特別の法律により設立された法人」と

は、総務省設置法第４条第15号《所掌事務及び は、総務庁設置法第４条第11号《所掌事務及び

権限》に規定する「法律により直接に設立され 権限》に規定する「法律により直接に設立され

る法人又は特別の法律により特別の設立行為を る法人又は特別の法律により特別の設立行為を

もって設立すべきものとされる法人」をいうも もって設立すべきものとされる法人」をいうも

のとする。 のとする。


